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船舶事故調査報告書 

 

令和４年９月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和４年２月２２日 ０３時５０分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市脇
わき

岬
みさき

港東方沖 

 脇岬港南防波堤北灯台から真方位０９９°８.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°３３.４′ 東経１２９°５７.６′） 

事故の概要  漁船第八恵
え

比
び

須
す

丸は、揚網作業中、甲板員１人がローラに巻き込ま

れて死亡した。 

事故調査の経過  令和４年２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八恵比須丸、１９トン 

ＮＳ２－１０７７４（漁船登録番号）、株式会社勉水産（Ａ社） 

３０.００ｍ×５.９８ｍ×１.６５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７３６.００kＷ、平成２２年６月１２日 

 乗組員等に関する情報 船長 ４７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１２年１２月１５日 

  免許証交付日 令和２年１１月４日 

（令和７年１２月１４日まで有効） 

甲板員Ａ ４５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１４年１２月１６日 

  免許証交付日 平成２９年１０月１７日 

（令和４年１２月１５日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、波向 北、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、合計７隻からなる中型まき網船団（以下「本件船団」とい

う。）の網船で、船長、甲板員Ａほか１１人が乗り組み、令和４年２

月２１日１４時００分ごろ長崎市野
の

母
も

埼西方沖の漁場に向けて同市三
み
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重
え

式
しき

見
み

港を出航した。 

 本件船団は、野母埼西方沖の漁場に到着したものの、北風が強く、

同漁場での操業を断念して北風の影響が少ない脇岬港東方沖の漁場に

移動し、１回目の操業を行った後、２２日０２時４５分ごろ２回目の

操業を開始した。 

 本船は、投網が完了し、船首が南方を向いた状態で、右舷方に円状

に広がった漁網の下部に取り付けられた環ワイヤを巻き上げて漁網を

袋状にした後、船尾部から浮
あ

子
ば

綱及び漁網の揚収を開始した。（図

１、図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、漁網の魚
うお

捕
とり

部
ぶ

のみを海中に残し、その他の部分の漁網を船

体後部の網置き場に揚収した後、魚群の運搬船への取込みに向け、０

３時４０分ごろ本船の乗組員が右舷側のブルワーク上部に備えられた

サイドローラに沿って並び、回転する同ローラに漁網を押し付けなが

ら揚収する作業（以下「魚締め作業」という。）を開始した。（図３、

図４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 魚締め作業          図４ 魚締め作業の方法（イメージ） 

環ワイヤ 

本船 

袋状になった漁網 
浮子綱 

魚群 

図１ 環ワイヤの巻上げ       図２ 船尾部からの浮子綱及び漁網の揚収 

魚群 

漁網 

サイドローラ 
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サイドローラ 
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 甲板員Ａは、魚締め作業を補助する目的で、網置き場上に倒された

起倒式ブームの先端部分（船尾側）に備えられた揚網用ローラで漁網

を巻き取って船内側に引き込む作業（以下「本件作業」という。）を

開始した。（写真１、写真２、写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

揚網用ローラ付近で魚締め作業を行っていた甲板員（以下「甲板員

Ｂ」という。）は、０３時５０分ごろ、ふと甲板員Ａの方に視線を向

けたところ、船尾側を向いた状態の甲板員Ａが、同ローラの右舷側か

ら、右腕から胸部までを一瞬で同ローラに巻き込まれた後、網置き場

に折り重ねられた漁網の上に倒れるのを目撃した。（図５、写真４参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

写真２ サイドローラ及び揚網用ローラ 

サイドローラ 

揚網用ローラ 

起倒式ブーム 

写真３ 揚網用ローラ（左舷方から撮影） 

船首側 
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 甲板員Ｂは、急いで甲板員Ａのもとに向かい、甲板員Ａに呼び掛け

を行ったが、甲板員Ａからの反応はなかった。 

 船長は、本船の船首部で、漁網を挟んで本船の反対側についた運搬

船にロープを渡していたところ、網置き場の方から「巻かれた」との

声を聞き、急いで網置き場に向かい、本事故が発生したことを知り、

すぐに操舵室に移動して無線で本件船団の全船に本事故が発生したこ

とを連絡した。 

 漁労長は、灯船に乗り組んで魚群探索を行っていたところ、無線連

絡を聞き、急いで本船に向けて航行を開始し、途中、Ａ社への連絡及

び１１９番通報を行った。 

 甲板員Ａは、毛布を敷いた魚倉の蓋に寝かされた状態で、来援した

灯船に引き継がれ、同船で脇岬港まで運ばれた後、救急車で病院に搬

送されたものの、その後、死亡が確認され、医師により胸郭多発骨折

等による外傷性ショック死と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船の漁労機器は、本事故当時、不具合は発生していなかった。 

図５ 本事故当時の乗組員の作業位置及び各ローラの回転方向 

揚網用ローラ 起倒式ブーム 甲板員Ａの作業位置 

甲板員Ｂ サイドローラ 船長 

網置き場 

写真４ 本事故発生時の状況 

網置き場に折り重ねられた漁網 

甲板員Ａ 
甲板員Ｂの作業位置 

揚網用ローラ 

サイドローラ 

網置き場の漁網からボールローラ 
下部までの高さ：約１１０ｃｍ 

船首側 

右舷側 
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揚網用ローラは、油圧モータで駆動され、取扱説明書に記載された

標準仕様における巻上げ能力が１,０００kg、最大巻上げ速度が毎分

２９ｍであった。 

揚網用ローラ回転部は、高さの異なる一対の円筒形のゴム製ローラ

からなり、回転方向及び回転速度の調整レバー（以下「回転調整レ 

バー」という。）等が回転部の船尾側に設けられ、回転調整レバーを

倒す角度で回転速度を調整でき、また、回転調整レバーを中立位置と

すれば回転を停止することができた。（写真５、写真６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 魚締め作業は、サイドローラで漁網を揚収しながら海中の漁網を船

尾側から船体中央部に向かって狭めていき、最終的に漁網内の魚群を

船首側に集めていくもので、船尾側で作業量が多くなるので、ふだん

から甲板員Ａが本件作業を行って船尾側の魚締め作業を補助してい

た。 

甲板員Ａは、本船の新造時から本件作業を担当していた。 

揚網用ローラの取扱説明書には、使用上の注意事項の１つとして次

の記載（以下「本件注意事項」という。）があった。 

・本機の作動中は決して進入側で作業をしたりローラーに手をふれ

たりしないでください。そのようなときは、必ず本機を停止して

ください。 

船長は、揚網用ローラの取扱説明書を読んだことがあり、本件注意

事項も確認していたが、本件注意事項に記載された同ローラの取扱方

法は、長年の操業経験（約２７年間）を通じて把握していたものであ

り、同等の経験（約２５年間）を有する甲板員Ａも同方法を把握して

いると思い、甲板員Ａに同方法について指導したことはなかった。 

魚締め作業を行う乗組員は、魚締め作業中、右舷方を向いて本件作

写真５ 揚網用ローラ（右舷下方から撮影）     写真６ 揚網用ローラの回転部 

（右舷方から撮影） 

船首側 

右舷側 

直径:約 23cm 直径:約 23cm 

高さ:約 32cm 高さ:約 42cm 

回転調整レバー（中立位置） 

船首側 

右舷側 

正転 

逆転 

回転調整レバー（中立位置） 
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業を行っている甲板員Ａに背を向けており、日頃から甲板員Ａが行う

本件作業の状況を詳しく見ていた者はおらず、また、本事故当時、揚

網用ローラに巻き込まれる前の甲板員Ａの作業状況を見ていた者はい

なかった。 

甲板員Ｂは、甲板員Ａが乗船していないときなどに甲板員Ａに代 

わって本件作業を行うことがあり、その際、本件作業を次のとおり 

行っていた。 

(1) サイドローラで揚収された漁網を手に取って揚網用ローラの

漁網の巻出し側に立ち、手に持った漁網を持ち上げて低速で回

転させた回転部に下方から徐々に挟み込んだ後、同ローラの回

転速度を上げて漁網を巻き取る。（図６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 漁網の挟み込みのイメージ 

（漁網の巻出し側に立った場合） 

 

(2) 魚締め作業の進捗状況に応じ、船内側に引き込む漁網の位置

を変える場合は、揚網用ローラを逆回転させて漁網を回転部か

ら外した後、別の場所の漁網を揚網用ローラで巻き取る。 

(3) 漁網を揚網用ローラで巻き取っている際、漁網が回転部から

外れることがあり、その場合、漁網の挟み込みをやり直す。 

甲板員Ｂは、揚網用ローラの取扱説明書を読んだことがなかった

が、長年の操業経験（約２２年間）を通じて本件注意事項に記載され

た揚網用ローラの取扱方法は把握していた。 

甲板員Ｂは、魚締め作業の進捗状況に応じて本件作業を急いで行う

必要がある場合、揚網用ローラの船尾側に立ち、漁網を持った右手が

漁網の進入側にある状態で漁網を回転部に挟み込んだり、また、同 

ローラを速く回転させた状態で漁網を回転部に挟み込んだりすること

があった。（図７参照） 

 

 

 

漁網の進入側 
（右舷側） 

漁網の巻出し側 
（左舷側） 
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図７ 漁網の挟み込みのイメージ 

（揚網用ローラの船尾側に立った場合） 

 

甲板員Ｂは、本事故発生時、揚網用ローラの回転部には、漁網が挟

み込まれておらず、甲板員Ａのみが巻き込まれた状況であること、ま

た、本事故発生直後、揚網用ローラが最大速度に近い速さで回転して

いることを認めた。 

 甲板員Ａは、本事故当時、カッパの上下、ヘルメット、ベルトタイ

プの救命胴衣、ゴム手袋、長靴を着用していた。 

 船長及び甲板員Ｂは、本事故当時、波高約１.５ｍの波を受けて本

船が多少動揺していたが、甲板上で身体のバランスを崩すようなこと

はなかった。 

本船は、本事故当時、網置き場上は作業灯で照らされており、作業

に支障のない明るさがあった。 

本件船団は、本事故前、定期的な休漁日の後、荒天による休漁が続

き、約１週間操業を行っておらず、本事故当時、乗組員に疲労の蓄積

はなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

甲板員Ａの死因は、胸郭多発骨折等による外傷性ショック死であっ

た。 

甲板員Ａは、本船が脇岬港東方沖において揚網作業中、揚網用ロー

ラを最大速度に近い速さで回転させて本件作業を行っていたところ、

同ローラの漁網の進入側に右手が挟まれたことから、同ローラに右腕

から胸部まで巻き込まれて死亡したものと考えられる。 

甲板員Ａは、次の(1)及び(2)から、揚網用ローラの船尾側に立ち、

漁網を持った右手が漁網の進入側にある状態で漁網を回転部に挟み込

もうとしたり、あるいは巻き取っていた漁網が回転部から外れ、漁網

漁網の進入側 
（右舷側） 

漁網の巻出し側 
（左舷側） 
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の進入側で回転部に挟み込む漁網を手に取っていた際、網置き場に折

り重ねられた漁網に足を取られて身体のバランスを崩し、右手を回転

部についたりして漁網の進入側に右手が挟まれた可能性があると考え

られるが、同ローラに巻き込まれる前の甲板員Ａの作業状況を見てい

た者がおらず、その状況を明らかにすることはできなかった。 

(1) 本事故発生直後、揚網用ローラが最大速度に近い速さで回転

していたこと。 

(2) 本事故発生時、揚網用ローラ回転部には漁網が挟み込まれて

いなかったこと。 

原因  本事故は、夜間、本船が脇岬港東方沖において揚網作業中、甲板員

Ａが、揚網用ローラを最大速度に近い速さで回転させて本件作業を行

っていたところ、同ローラの漁網の進入側に右手が挟まれたため、同

ローラに右腕から胸部まで巻き込まれたことにより発生したものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・揚網用ローラを使用して漁網の巻取りを行う者は、漁網を回転部

に挟み込む際、同ローラを低速で回転させた上、漁網の進入側で

はなく、漁網の巻出し側から挟み込みを行うこと。 

・揚網用ローラを使用して漁網の巻取りを行う者は、同ローラの回

転中、漁網の進入側となる場所で作業を行わないこと。また、漁

網の進入側となる場所で作業を行う必要がある場合は、一旦、揚

網用ローラの回転を停止して作業を行った後、漁網の巻出し側な

ど安全な場所に移動してから、同ローラを回転させること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０ 10Ｍ 5 

★ 

事故発生場所 
（令和４年２月２２日 

  ０３時５０分ごろ発生） 

脇岬港南防波堤北灯台 

三重式見港 

脇岬港 

野母埼 

長崎市 

佐賀県 

長崎県 

熊本県 


